






























要約 被虐待児の実態を継続的に把握し、発症および再発予防対策を講ずることを目的と

して、全国の小児科を対象に 1986 年より、被虐待児症候群ならびに愛情剥奪症候群の継続

調査を行っているが、1988 年も前年とほぼ同数の 59 例が報告された。 

本年は、虐待の要因と考えられているもののうちで児の側の問題を多く持つ双生児におけ

る虐待の実態を調べるため、虐待の継続調査に報告された双生児症例について解析した。 

被虐待児・愛情剥奪症候群 228 例中、双胎 22 例、品胎 1例、計 23 例(10.1%)の多胎児が含

まれ、また、虐待された単胎児のきょうだいに多胎児はいなかったことから、日本では双

生児自身が虐待の対象として高危険度群であることが判明した。 

虐待が双生児の双方に行われた例は 21組中 4組に過ぎず、主に親自身に問題があるため、

虐待されたと推定された.17 例は双生児の一方のみが、医学的ケアを要し育児負担過大、

双生児の他方に較べて発達遅滞・長期分離のためなつかない・親が可愛いと感じないなど

のため、虐待を受けたと推定された。双生児の一方のみが問題を有し、親や家庭がそれに

対処できない場合に虐待が発生し易く、その虐待の種類は児の問題・親・家庭環境と関係

があることが示唆された。双生児で推定された虐待要因の組合せは単胎児においても妥当

であろう。 


